
 

 

対象とし、これらの人たちの

実態やニーズを明らかにし、

必要な人に支援が届く体制

を構築することを目指すと

しています。 

◆具体的な施策は？ 

 骨太の方針の原案に盛り

込まれた支援プログラムの

具体的な施策としては、厚労

省が５月にまとめた「就職氷

河期世代活躍支援プラン」

に、以下のような項目が掲げ

られています。 

・人材紹介会社が教育訓練や

職場実習等を行い、正規雇用

につなげる事業の創設 

・ハローワークに専門窓口を

設置し、担当者によるチーム

支援を実施 

・建設業や運輸業等の業界団

体を通じて短期間で資格等

が習得できる訓練コースを

創設 

・「特定求職者雇用開発助成

金（安定雇用実現コース）」

の活用促進 

◆社会保険適用拡大も？ 

 さらに、関連施策として、

次期年金制度改正に向けて

短時間労働者等へのさらな

る適用拡大が検討されてい

ます。就職氷河期世代やひき

こもり状態にある人の就労

支援や職業的自立の促進等

につながるため改正が期待

されます。  

 

男性の育児休業取得率と

パタハラ 
◆育児休業取得率、女性は高

水準・男性は低調 

最新の育児休業取得率（調

査対象事業所における、出産

者のうち育児休業を開始し

た者の割合）が判明しまし

た。 

女性の取得率は 82.2％で、

10 年以上高水準で安定して

います。その一方、男性の取

得率は 6.16％ということで、

６年連続で上昇してはいま

すが、依然としてきわめて低

調です。 

◆男性の育児休業を促進す

る動き 

そのような中、６月５日、

自民党の有志議員が、本人か

らの申請がなくても、企業か

ら「育児休業を取らないの

か」と促すことを義務付ける

仕組みの制度化を目指すと

し、育介法の改正などを視野

に活動するとしています。 

◆パタハラ疑惑で炎上する

企業 

おりしも、大手化学メーカ

ーにおいて、パタニティ・ハ

ラスメント（男性の育休取得

者への嫌がらせ）疑惑が取り

ざたされています。報道等に

よれば、ある男性社員が約１

カ月弱の育児休業休職を取

得したところ、職場復帰した

翌日に転勤を命じられ、その

後の転勤時期をずらす交渉等

もまとまらず、退職を余儀な

くされたといいます。男性の

妻が、社名をほのめかした発

信を Twitter上で行い、また

たく間に社会問題化してしま

いました。 

同社は「くるみん」（厚生

労働省による子育て支援に積

極的な企業への認定マーク）

を取得していたため、前述の

議連からも「くるみんを取得

していても、あのような事例

があったのは残念」と名指し

でコメントされる等、望まし

くない事態となっています。 

◆違法性がなければよい、と

は限らない 

法律上、使用者は「労働者

の子の養育（略）の状況に配

慮しなければならない」とさ

れていますし、必要性のない

配置転換であれば「権利の濫

用」とみなされる恐れもあり

ます。また、違法性がないと

しても、ハラスメント行為と

世間からみなされることとな

れば、上記化学メーカーのよ

うに大きなイメージダウンと

なり、企業活動にも支障をき

たすことでしょう。 

法律の正しい理解と、マタ

ハラ・パタハラを生まない職

場づくりが大切です。 

 

 

 

 

です。 

保険者からも円滑な移行

を促すため、保険者から事業

主、加入者等へのマイナンバ

ーカード取得要請とそのフ

ォローアップを行うととも

に、保険者による被保険者の

マイナンバーカードの初回

登録の促進を図るとされて

います。 

◆企業の総務事務の効率化

を促進するための方策 

マイナンバーカードの健

康保険証利用は、企業の健康

保険に係る事務のコスト縮

減につながることが期待さ

れます。さらに、マイナンバ

ーカードの民間活用等を通

じて社員の健康管理への活

用等が促進されるよう、モデ

ル事業等を行うとされてい

ます。 

また、マイナンバーカード

の社員証等の各種証明とし

ての活用が促進されるよう、

利用手続の簡素化等を実施

するとともに、令和２年11月

頃より、企業が行う従業員の

社会保険・税手続のワンスト

ップ化を開始できるよう取

組みを推進します。 

 

◆社会保険・税手続きのワン

ストップ化の流れ 

 政府の報告によれば、従

業員の採用、退職等のライ

フイベントに伴う社会保

険・税手続きについては、

①令和２年 11 月からマーナ

ポータルを通じたオンライ

ン・ワンストップ化を開始

し、②令和３年度後半か

ら、企業が保有する情報の

クラウドを活用した提出の

実現を目指すとされていま

す。 

 

就職氷河期世代、ひきこ

もりの就業支援策 
◆３年間で 30 万人を正規雇

用に 

政府は、６月下旬に閣議決

定される「経済財政運営と改

革の基本方針（骨太の方針）」

の原案に、30 代半ばから 40

代半ばの就職氷河期世代を

対象とした支援プログラム

を設け、今後３年間で正規雇

用者を 30 万人増やす数値目

標を掲げることを盛り込み

ました。 

支援プログラムは、バブル

崩壊後の 1993～2004 年頃に

大学や高校を卒業したいわ

ゆる就職氷河期世代の非正

規雇用者（少なくとも 50 万

人）や、ひきこもり状態にあ

る人を含めた約 100 万人を

マイナンバーカードの普

及・利活用の促進と企業

実務への影響 
◆政府の方針 

「マイナンバーカードの

普及とマイナンバーの利活

用の促進に関する方針」が公

表されました。その柱は下記

の４点です。 

１．自治体ポイントの活用

（令和２年度；消費活性化

策） 

２．マイナンバーカードの健

康保険証利用（令和３年３月

から） 

３．マイナンバーカードの円

滑な取得・更新の推進等 

４．マイナンバーカードの利

便性、保有メリットの向上、

利活用シーンの拡大 

このうち企業の実務に影

響があるのは、２の健康保険

証利用です。 

◆健康保険証への利用実現

へ向けて 

マイナンバーカードを健

康保険証として利用するこ

とにより、①医療の質の向

上、②被保険者の利便性の向

上が期待されますが、環境整

備も必要です。医療機関側で

マイナンバーカード利用の

ための端末、システムを整備

するための支援が検討課題
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